
 

 
 

滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定め

る条例等の一部を改正する条例 概要資料 
 

１．改正等の理由 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第

15 号）等が改正されたため、県の関係基準条例の改正を行う。 

 

２．改正等の概要 

（１）改正条例一覧 

①滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める

条例 

②滋賀県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定め

る条例 

③滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例 

④滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例 

⑤滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設の従

業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例 

⑥滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設

備および運営に関する基準を定める条例 

⑦滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設

備および運営に関する基準を定める条例 

⑧滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備および運

営に関する基準を定める条例 

⑨滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備およ

び運営に関する基準を定める条例 

⑩滋賀県社会福祉法に基づく婦人保護施設の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例 

 

（２）主な改正内容 

作成や保存等、書面で行うことが規定または想定されているものについて、書面に代えて、電磁的記録により行

うことができるものとする。 

 

３．施行日等 

  ・令和３年７月１日から施行。ただし、その他必要な規定の整備については、公布の日から施行。 

  


